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第
二
百
八
回
国
会
で
成
立
し
た
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
第
五
章
の
第
六
十
五
条
か
ら
第
八
十
五
条
に
お
い
て
、
特
許
制
度

の
根
幹
で
あ
る
特
許
出
願
の
非
公
開
を
規
定
し
て
い
る
。
一
方
で
、
弁
理
士
試
験
で
は
一
次
試
験
か
ら
三
次
試
験
ま
で
の
出
題

範
囲
に
特
許
法
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
第
五
章
を
出
題
範
囲
と
は
明
示
し
て
い
な
い
。 

 

弁
理
士
試
験
の
一
次
試
験
に
お
い
て
頻
出
問
題
で
あ
っ
た
「
特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
の
日
か
ら
一
年
六
月
を
経
過
し
た

と
き
は
、
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
を
し
た
も
の
を
除
き
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
問
い
は
、
特
許
法
第
六
十
四
条
の
条
文
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
成
立
前
は
当
然
に
正
解
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
施
行
後
は
経
済
安
全
保
障
推
進
法
第
六
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
法

第
六
十
四
条
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
不
正
解
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
第
五
章
を
弁

理
士
試
験
の
出
題
範
囲
に
含
ま
な
け
れ
ば
正
解
を
得
ら
れ
な
い
。 

 

し
た
が
っ
て
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
の
第
五
章
を
弁
理
士
試
験
の
出
題
範
囲
に
含
む
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は

如
何
に
。 

 

右
質
問
す
る
。 


